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雇用関係の成立・継続・停止，雇用契約の具体
的内容，あるいはそれらについての話し合いの方
法等に関して労使間で合意が得られず，対立が表
面化し，どちらか一方あるいは両者が一定の行動
を取ること。労使紛争をこう定義することがで
きよう。かかる意味の労使紛争は多すぎれば困
るし，かといって少なすぎてもおかしい。普通の
人々ならばそう思うだろう。

不思議なのは次の現象である。労働組合と使用
者との間の紛争は 20 年以上もの間，先進諸国の
間でも少ないまま推移している。特にストライキ
などの実際の行動を伴う紛争は極めて少ない。他
方，労働者個人と使用者との間の紛争はこの間，
急激に増加している。労働相談の件数，労働委員
会による個別労働紛争に関する相談・助言件数，
労働審判事件件数のいずれを見ても著しく増えて

いる。集団の紛争が少ないままで，個人の紛争が
増えているのはなぜなのだろうか。この趨勢は今
後も続きそうなのだろうか，あるいは何かをすべ
きなのだろうか。個人と集団の間で紛争の背景が
異なるのだろうか。労働者個人と使用者との関係
とは異なり，労働組合と使用者との関係は極めて
良好でそもそも紛争になることが著しく減ってい
るのだろうか。2012 年労働政策研究会議ではこ
うした諸点をめぐって，活発な議論が行われた。
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